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研究成果の概要（和文）：レジリエンスという言葉は多義的であるがゆえに、目指されるべき状態として無批判
に様々な仕方で用いられがちであるため、その概念の使用の倫理的妥当性を問うことが必要である。本研究で
は、レジリエンス概念に関わると思われる都市再整備や自殺対策、ランドケアなど、様々な実践活動を調査し、
社会のなかでそれぞれに生きる人びとがよき生を享受しうる条件を学際的に探究した。その結果、レジリエンス
概念の倫理的妥当性を支える要因を捉えるうえで、持続可能性原理に加えて、個人と集団の間の自律と連携のあ
り方を規定する「補完性原理（Principle of Subsidiarity）」が有効であるという結論を得るに至った。

研究成果の概要（英文）：What "Resilience" means has ambiguity and tends to be used in various 
contexts simply as the state to be aimed at. It may be the case that someone will be forced to be 
resilient for the sake of national interests. Then it is necessary for us to examine the ethical 
validity of applications of this concept. In this research, we have investigated various practical 
activies that seem to be related to the concept of resilience, such as urban improvement, suicide 
prevention, landcare, etc. Then we have explored the conditions under which different people can 
live well in different circumstances and contexts within a society. As a result, we concluded that 
the key principle to make us grasp the factors that justify the concept of resilience ethically is 
not only the principle of sustainability but also the "Principle of Subsidiarity," which defines the
 appropriate relationship between individuals and groups that could bring both autonomy and 
solidarity.

研究分野： 哲学、倫理学、応用倫理学

キーワード： レジリエンス　生態学的レジリエンス　心理的レジリエンス　社会的レジリエンス　自殺対策　持続可
能性　ランドケア　補完性原理
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研究成果の学術的意義や社会的意義
レジリエンスの倫理的妥当性の条件を探究するなかで、別の問題として扱われがちな自然環境の問題（ランドケ
ア等）と社会環境の問題（自殺対策等）とを緩やかな統一的視点から捉え、「補完性原理」という足がかり的な
理論的枠組みを得たことで、そこに通底する問題構造を剔抉することが可能になった。このことは、学術的に
は、レジリエンス概念の記述的側面と規範的側面の腑分けに大きな示唆を与える点で意義があり、他方、社会的
には、それぞれの現場での実践を理解する概念枠を提供することによって、より大きな文脈のなかで現行の実践
を問い直し、従来不可視化されていた諸々の実践の連携可能性に光を当てる契機を与える点で意義がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
「レジリエンス（resilience）は、1970 年代に、生態系の多重安定性を実現する復元力や自

己組織化力を意味する概念として生態学において提唱され、生態環境の管理に関する研究と実
践を導くものとして用いられてきた。他方で、その概念の用法は拡張され、1990 年代後半から、
米国の対人援助専門職の間で用いられるようになり、日本においても 2000 年代以降、心理学、
精神医療、看護、教育、社会福祉などの領域で用いられ始めている。とりわけ 2011 年 3 月 11
日に生じた東日本大震災と原子力発電所事故を契機に、災害と社会という文脈の中で「レジリ
エントな社会（resilient society）」が語られることが増え、「レジリエンス」という語も頻繁に
用いられるようになった。 
しかしながら、「レジリエンス」という語がある程度人口に膾炙し、それをキーワードとした

研究が重ねられる一方で、レジリエンス概念それ自体は、実現・維持されることが望ましいも
のとして素朴に前提されていることが少なくない。ここで考えられるべきことは、レジリエン
スは規範的概念か記述的概念か、という問いである。レジリエンスが規範的概念として用いら
れているとすれば、倫理学的には、その規範性の根拠が問われなければならない。他方、記述
的概念として用いられているとすれば、それを目標として掲げられることそれ自体に対して、
その規範的妥当性が問われなければならない。倫理学の観点からすれば、生態環境の管理が目
指されるにせよ、社会構造のあり方や社会政策が問題になるにせよ、「レジリエンスが高い」こ
とが社会倫理的に肯定的な価値と正の相関をなしていると想定されるその根拠が問われなけれ
ばならないのである。 
 
２．研究の目的 
本研究では、上記の背景にある問題意識に基づき、レジリエンス概念がこれまでにどのよう

に扱われ、そうすることでどのような効果を発揮してきたかを先行研究に基づいて明らかにす
る。その上で、様々な問題領域の事例を渉猟し分析することによって、目指されるべきレジリ
エンスとそうでないレジリエンスという区別があるのか否か、あるとすればそれはいかなる基
準によって区別されるのか、を解明する。これらの作業を通じて、私たちが社会倫理的観点か
ら採用可能なレジリエンス概念を練り上げることが、研究期間内に目指される目的である。 
 
３．研究の方法 
本研究では、次の三つの方法を輻輳的に採用し研究を進めた。（１）研究代表者および研究分

担者が属する専門領域の手法を用いて、文献に基づく研究とともに、理論的な研究を実施する。
具体的には、研究代表者の奥田太郎が哲学・倫理学領域を、研究分担者の篭橋一輝が環境学・
経済学領域を、分担研究者の森山花鈴が行政学・政治学領域を担当する。（２）レジリエンス概
念に関わる諸問題に精通した研究者との領域横断的な研究交流を通じて、多領域の知見を摂取
するとともに、問題を捉える新たな視点を探究する発見的な方法をとる。（３）レジリエンス概
念に関わる実践に携わる実践者と研究者との相互補完的交流を目指し、交流の場としてのプラ
ットフォームに基盤を置いた共同研究方法をとる。 
 
４．研究成果 
(1) 初年度（2016 年度）は、レジリエンス概念とそれに関連する実践についての基礎研究を行
った。まず、レジリエンス概念に精通した環境学の専門家を招き、生態学的なレジリエンスと
社会的レジリエンスに関する基本事項を学んだ。また、レジリエンス概念に関する基本文献を
収集し、レジリエンス概念はどのような概念として登場し、どのような倫理学的含意を有する
のかを考察、研究会で報告を行い、討議を通じて論点を明確にすることができた。 
他方、レジリエンスに関わる実践についての調査も実施した。まず、岩手県において自殺対

策を含めた保健事業として先進的に実施されている地域内交流の活動を視察し、非都市型の社
会的レジリエンスのあり方を考察する実証的基盤に触れることができた。また、オーストラリ
アより、ランドケア活動の中心人物を招き、社会的レジリエンスのあり方について意見交換を
行った。農業などを通じて自然に関わる当事者としての個人と、関連行政機関との関係性が、
ランドケア活動において絶妙なバランスで維持されている要因を探ることが課題として浮上す
ることとなった。 
こうした理論的かつ実証的な基礎研究に基づき、研究代表者と研究分担者を含む共同研究者

がそれぞれ自分自身のテーマ（本質的自然資本、自殺対策、内部告発など）に即しながら研究
を進め、札幌で開催された第 10 回応用倫理国際会議において、レジリエンスについての英語に
よる研究報告を行った。それらの研究報告はすべて、「中間要因アプローチ」という独自の分析
手法を用いて構成されており、この手法が、レジリエンスの社会倫理的基盤を考察する上で有
効であるということを確信するに至った。 
 
(2) 研究開始２年目（2017 年度）は、前年度における理論的な研究を踏まえつつ、レジリエン
ス概念に関連する実践についての調査研究を中心に実施した。 
調査先としては、社会的レジリエンスに関わる取り組み実践として、茨城県水戸市の水戸桜

川千本桜プロジェクトに着目し、当該プロジェクトを牽引する実務者・活動者からのヒアリン
グと現地視察を実施した。都市再整備のなかで桜の植樹がむやみに行われてきたことで、人間



の生活環境や自然環境への影響に加えて、地域の歴史の忘却という事態を招きうることがわか
った。どの場所にどのような種類の桜を植樹するのかは、生態学的な知見のみならず歴史学的
な知見を必要とし、そうした総合的な見地から植樹計画を立てなければ、持続可能な文化的都
市環境はつくれない、という洞察は、レジリエンスの社会倫理的基盤を考えるうえで重要な示
唆を与えることとなった。 
他方で、心理的レジリエンスに関わる取り組み実践として、福井県東尋坊における自殺対策

の試み、および、石川県こころの健康センターの試みに着目し、中心となる実務者・活動家か
らのヒアリングと現地調査を実施した。いずれの試みのなかにも、個々の人間の自律性を尊重
しながら、個人では賄いきれない部分に適切な支援を提供する基盤的な環境を用意することの
重要性が見て取れた。これらの試みは、自律と連携のあり方に関する「補完性原理」の適用例
と捉えることもできるため、レジリエンスの社会倫理的基盤と「補完性原理」との関わりを理
論的に研究する見通しを得ることとなった。 
 
(3) 研究期間の最終年度（2018 年度）は、これまでに得られた知見に基づきながら、レジリエ
ンス概念の社会倫理的基盤とは何かという問いに暫定的な回答を与えるべく、引き続き調査研
究および理論的な研究を実施した。 
前年度に調査研究を行った茨城県水戸市の水戸桜川千本桜プロジェクトに関する二度目の追

加視察を行ない、実際に桜が咲いている様子を見ることで、当該プロジェクトの実質を把握す
ることができた。とりわけ、ソメイヨシノではなく、山桜の植生について学ぶことで、持続可
能な文化的都市環境と桜の植樹に関するレジリエントな関わり方を支えるものについても、自
律と連携のあり方に関する「補完性原理」が多くの示唆を与えることがわかった。 
また、国立環境研究所のスタッフとの「持続可能性と倫理」研究会では、経済学領域におい

て、自然資本をクリティカルなものとして位置づける方法、代替不可能性を措定することの理
論的な可能性、消えつつあるものを無理に残さないことで実現されうる価値のあり方などにつ
いての検討が行われ、レジリエンスと持続可能性を媒介するものについての考察を進めること
ができた。 
これまでの研究を通じて、レジリエンスの社会倫理的基盤を考えるうえで鍵となる原理は、

持続可能性だけでなく補完性も含まれるとの見通しが得られたため、その見通しの妥当性を予
備的に検討すべく、ランドケア実践の本拠地であるオーストラリアを訪れ、様々な実践のなか
に補完性原理の適用が認められうるかどうかを探った。この訪問を足がかりに、本研究課題を
さらに発展させる新たな共同研究の見通しを得ることができた。 
 

(4) 本研究期間中に当初の目的だった、社会倫理的観点から採用可能なレジリエンス概念の彫
琢にまで至ることはできなかったが、そのために考えるべき課題やそれにアプローチする理論
的な手がかりを得ることはできた。なお、本研究の成果は、平成 31年度からの新たな科学研究
費補助事業「レジリエンスの倫理的妥当性を支える持続可能性と補完性に関する社会倫理学的
研究」（課題番号 19H01189）に引き継がれ、オーストラリアとの国際共同研究を通じて、レジ
リエンス概念の社会倫理的基盤を「持続可能性原理」と「補完性原理」の二つの軸から本格的
に解明する予定である。 
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